
別 紙 １  
添 付 書 類 一 覧  
 
法 人 の 場 合  
 

№ 書 類 名 称  提 出 の 有 無  

1 誓 約 書 （ 秋 田 市 暴 力 団 排 除 条 例 に 基 づ く 誓 約 書 ）  必 須  

2 宣 誓 書 （ 社 会 保 険 加 入 対 象 外 ）  該 当 す る 場 合  

3 宣 誓 書 （ 特 別 徴 収 義 務 者 対 象 外 ）  該 当 す る 場 合  

4 同 意 書 （ 道 路 除 排 雪 車 両 運 行 管 理 シ ス テ ム に 係 る 同 意 書 ）  必 須  

 
1 秋 田 市 暴 力 団 排 除 条 例 に 基 づ く 誓 約 書  
  誓 約 書 に 基 づ き 、 秋 田 市 が 所 管 警 察 署 に 照 会 し ま す の で 、 代 表 者 お よ び

役 員 の 住 所 、氏 名 、生 年 月 日 に 誤 り が な い よ う に 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。 
 
2  社 会 保 険 の 加 入 対 象 で は な い 宣 誓 書  

健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 、 労 災 保 険 の 加 入 対 象 で な い 場 合 は 明 確 な 理 由
を 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  
 

3 個 人 市 民 税 お よ び 個 人 県 民 税 に か か る 特 別 徴 収 義 務 者 で は な い 宣 誓 書  
個 人 市 民 税 お よ び 個 人 県 民 税 を 従 業 員 が 個 人 ご と に 納 め て い る 場 合 は 日

付 、 会 社 名 、 代 表 者 名 を 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  
 

4 道 路 除 排 雪 車 両 運 行 管 理 シ ス テ ム に 係 る 同 意 書  
各 社 保 有 の 除 雪 車 両 お よ び 貸 与 さ れ る 車 両 に Ｇ Ｐ Ｓ 端 末 の 設 置 、 車 両 位

置 情 報 の 取 得 、 位 置 情 報 の 公 開 す る こ と に 関 す る 同 意 書 で す 。 共 通 様 式 と
な っ て い ま す の で 必 要 事 項 を 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  

 
個 人 の 場 合  
 

№ 書 類 名 称  提 出 の 有 無  

1 誓 約 書 （ 秋 田 市 暴 力 団 排 除 条 例 に 基 づ く 誓 約 書 ）  必 須  

2 宣 誓 書 （ 社 会 保 険 加 入 対 象 外 ）  該 当 す る 場 合  

3 宣 誓 書 （ 国 保 税 納 税 義 務 者 対 象 外 ）  該 当 す る 場 合  

4 同 意 書 （ 道 路 除 排 雪 車 両 運 行 管 理 シ ス テ ム に 係 る 同 意 書 ）  必 須  

 
1 秋 田 市 暴 力 団 排 除 条 例 に 基 づ く 誓 約 書  
  誓 約 書 に 基 づ き 、秋 田 市 が 所 管 警 察 署 に 照 会 し ま す の で 、代 表 者 の 住 所 、

氏 名 、 生 年 月 日 に 誤 り が な い よ う に 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  
 
2  社 会 保 険 の 加 入 対 象 で は な い 宣 誓 書  

健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 、 労 災 保 険 の 加 入 対 象 で な い 場 合 は 明 確 な 理 由
を 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  
 

3 国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 で は な い 宣 誓 書  
宣 誓 内 容 に 該 当 す る 場 合 は 住 所 、氏 名 、日 付 を 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  
 

4 道 路 除 排 雪 車 両 運 行 管 理 シ ス テ ム に 係 る 同 意 書  
各 社 保 有 の 除 雪 車 両 お よ び 貸 与 さ れ る 車 両 に Ｇ Ｐ Ｓ 端 末 の 設 置 、 車 両 位

置 情 報 の 取 得 、 位 置 情 報 の 公 開 す る こ と に 関 す る 同 意 書 で す 。 共 通 様 式 と
な っ て い ま す の で 必 要 事 項 を 記 入 し 提 出 し て く だ さ い 。  

 
 
 



別 紙 ２  
 
 
資 格 審 査 書 類 一 覧  
 
法 人 の 場 合  

№  種   類  証 明 書 発 行 窓 口  備  考  

１  登 記 事 項 証 明 書 （ 発 行 か ら 3 ヶ 月 以 内 の も の ）  法 務 局  ※  

２  貸 借 対 照 表 （ 直 前 決 算 時 の も の ）   ※  

３  損 益 計 算 書 （ 直 前 決 算 時 の も の ）   ※  

４  法 人 市 民 税 の 納 税 証 明 書 （ 前 営 業 年 度 1 年 分 ）  市 民 税 課  ※  

５  固 定 資 産 税 の 納 税 証 明 書 （ 前 年 分 ）  市 民 税 課  ※  

６  消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 納 税 証 明 書 （ そ の 3（ 未 納 税 額 の な い 証 明 ）） 管 轄 税 務 署  ※  

７  特 別 徴 収 分 個 人 市 民 税 の 領 収 書 の 写 し （ 直 近 3 ヶ 月 分 ）   ※ 注 1  

８  健 康 保 険 料 の 納 入 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 直 近 1 年 分 ）  年 金 事 務 所  注 2  

９  厚 生 年 金 保 険 料 の 納 入 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 直 近 1 年 分 ）  年 金 事 務 所  注 2  

１ ０  労 災 保 険 料 の 納 入 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 直 近 1 年 分 ）  労 働 局  注 3  

 
 秋 田 市 総 務 部 契 約 課 の 建 設 工 事 、 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル テ ィ ン グ 等 、 小 規 模 修 繕 、 物 品 の 登 録 者 は ※ 印 の 書
類 は 省 略 可 能 で す 。  
 
注 1  従 業 員 が 個 々 に 納 め て い る 場 合 は 宣 誓 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  
 
注 2  法 人 事 業 所 の 場 合 は 雇 用 人 数 に 関 わ り な く 、 社 会 保 険 （ 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 ） の 加 入 は 義 務 で す

の で 、 必 ず 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  
 
注 3  法 人 事 業 所 の 場 合 は 雇 用 人 数 に 関 わ り な く 、 労 働 保 険 （ 労 災 保 険 、 雇 用 保 険 ） の 加 入 は 義 務 で す 。  

必 ず 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 申 告 書 は 不 可 ） を 提 出 し て く だ さ い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 紙 ３  
 
 
資 格 審 査 書 類 一 覧  
 
個 人 の 場 合  
№  種   類  証 明 書 発 行 窓 口  備  考  

１  身 分 証 明 書 （ 発 行 か ら 3 ヶ 月 以 内 の も の ）  各 市 町 村 （ 市 民 課 ） ※  

２  所 得 税 白 色 申 告 決 算 書 （ 直 近 分 ） の 写 し （ 白 色 申 告 さ れ た 方 ）   ※  

３  所 得 税 青 色 決 算 書（ 直 近 分 ）の 貸 借 対 照 表 の 写 し（ 青 色 申 告 さ れ た 方 ）  ※  

４  所 得 税 青 色 決 算 書（ 直 近 分 ）の 損 益 計 算 書 の 写 し（ 青 色 申 告 さ れ た 方 ）  ※  

５  市 県 民 税 の 納 税 証 明 書 （ 前 年 度 分 ）  市 民 税 課  ※  

６  固 定 資 産 税 の 納 税 証 明 書 又 は 資 産 の な い こ と の 証 明 書 （ 前 年 度 ）  市 民 税 課  ※  

７  消 費 税 お よ び 地 方 消 費 税 納 税 証 明 書 （ そ の 3（ 未 納 税 額 の な い 証 明 ）） 管 轄 税 務 署  ※  

８  前 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税 （ 所 得 ・ 課 税 ） 証 明 書  市 民 税 課   

９  健 康 保 険 料 の 納 入 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 直 近 1 年 分 ）  年 金 事 務 所  注 1  

１ ０  厚 生 年 金 保 険 料 の 納 入 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 直 近 1 年 分 ）  年 金 事 務 所  注 1  

１ １  労 災 保 険 料 の 納 入 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 直 近 1 年 分 ）  労 働 局  注 2  
 

秋 田 市 総 務 部 契 約 課 の 建 設 工 事 、 測 量 ・ 建 設 コ ン サ ル テ ィ ン グ 等 、 小 規 模 修 繕 、 物 品 の 登 録 者 は ※ 印 の 書
類 は 省 略 可 能 で す 。  
 
注 1  

常 時 雇 用 人 数 が 5 人 以 上 の 場 合 は 社 会 保 険 （ 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 ） の 加 入 が 義 務 で す 。  
必 ず 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

雇 用 人 数 が 5 人 未 満 の 場 合 又 は 一 部 の 業 種 （ ※ 1） の 場 合 は 社 会 保 険 （ 健 康 保 険 、 厚 生 年 金 保 険 ） の 加
入 が 任 意 と な っ て い ま す の で 、 加 入 さ れ て い る 方 は 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  
 
※ 1  一 部 の 業 種 と は 農 業 、 林 業 、 漁 業 、 飲 食 店 、 料 理 店 、 理 容 ・ 美 容 業 、 旅 館 ・ 宿 泊 業 、 飲 食 店 、 料 理 店 、 ク

リ ー ニ ン グ 業 、 ビ ル 清 掃 業 、 浴 場 、 写 真 、 映 画 ・ 娯 楽 業 、 弁 護 士 、 税 理 士 、 会 計 士 、 社 会 保 険 労 務 士 、 神
社 、 寺 な ど   

注 2  
雇 用 人 数 に 関 わ ら ず 、 1 人 で も 雇 用 し て い れ ば 労 働 保 険 （ 労 災 保 険 、 雇 用 保 険 ） の 加 入 が 義 務 で す 。  

必 ず 確 認 書 又 は 領 収 書 の 写 し （ 申 告 書 は 不 可 ） を 提 出 し て く だ さ い 。  
な お 、 農 業 、 漁 業 を 5 人 未 満 の 場 合 ま た は 同 居 親 族 の み で 事 業 を 行 っ て い る 場 合 は 適 用 除 外 で す 。



 


